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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濾材を内部に備えるタンクと、当該タンクの外部に備えられ、タンクに流体を流通させ
る流体回路とを有する濾過システムであって、
　前記タンクは、前記濾材の上方に流体を流通させる上部通路口及び濾材の下方に流体を
流通させる下部通路口を備え、
　前記流体回路は、被処理流体が濾過システムに入る流入口から前記上部通路口までの被
処理流体をタンク内部に流入させる原液供給ラインと、前記下部通路口から前記濾材で処
理された処理流体を濾過システムの外部に流出させる流出口までの処理液流出ラインとを
有し、
　前記原料供給ラインには、上流側から順に第１チャッキ弁、ポンプ及び前記タンクに一
定量の流体を供給する定流量弁が直列に備えられ、
　前記処理液流出ラインは、前記処理流体をバイパスして流すバイパスラインとバイパス
ポイントで接続しており、当該バイパスラインは、第２チャッキ弁を介して前記第１チャ
ッキ弁と前記ポンプとの間の前記原液供給ラインに接続しており、
　前記バイパスポイントの下流側の処理液流出ラインに遮断弁が備えられている濾過シス
テム。
【請求項２】
　前記定流量弁の出口側と前記上部通路口の間の原液供給ラインに五方弁が備えられ、当
該五方弁には、流体が流入する流入ポート、流体が出入りする第１ポート及び第２ポート
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並びに流体が流出する第３ポート及び第４ポートが備えられ、
　前記定流量弁の出口は前記流入ポートに接続しており、
　前記第１ポートは前記上部通路口と接続しており、前記第２ポートは前記下部通路口と
接続しており、前記第３ポートは前記遮断弁の入り口側と接続しており、前記第４ポート
はタンクの洗浄液及び逆洗液を排出する排出口に接続している請求項１に記載の濾過シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、濾過システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　原水に含まれる懸濁物質を濾材により捕捉して処理水を製造する濾過システムとして、
濾過、逆洗及び水洗（洗浄）の３工程を行うシステムが知られている。（特許文献１参照
）
【０００３】
　このような濾過装置においては、濾過を継続することにより濾材の濾過能力が徐々に低
下する。そこで、定期的に濾材の逆洗工程及び水洗工程を実施して、低下した濾過能力を
回復させている。また、濾過工程においては、製造される処理水の水質を高めるために、
原水に凝集剤や酸化剤等の薬剤を供給することが行われている。
【０００４】
　特許文献２に記載の濾過システムにおいては、水洗工程が終了した後の濾過工程におい
て、初期の処理水には、薬剤の作用等を受けていない濾過装置内の保有水（未濾過水）が
含まれるため、通常の濾過工程で製造される処理水よりも水質が低下するおそれがあるこ
とを課題として、濾過工程の開始直後に製造される処理水の水質を改善することができる
濾過システムを提供することを目的としている。
【０００５】
　この発明において、濾過工程に入る前の洗浄工程において、被処理流体である流体（原
液）を薬剤とともに濾材の入った処理装置に流し、その流体は排出口より系外に排出して
、処理装置内の処理されていない流体をすべて排出させたのちに濾過工程に入るようにし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－６２２１６号公報
【特許文献２】特開２０１４－８７７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の濾過システムにおいては、濾過工程に入る前に洗浄工程を行って濾過器本体（タ
ンク）内の溜水等の流体をすべて系外に排出したのちに濾過工程に入り、濾過された液体
を使用することとしている。そのため、濾過システムからの供給量と濾過システムから供
給された処理済み流体の使用量とのバランスを調整すること、及び、処理済み流体をすぐ
に使えるようにすることを目的に処理済み流体を溜めるための受水槽等が必要となり、そ
のための設備投資が必要となる。
【０００８】
　さらに、洗浄工程で発生した流体を下水に流す処理しなければならず、そのための下水
処理費用が常に発生し、ランニングコストを押し上げてしまうという問題がある。
【０００９】
　この発明の目的は、受水槽等を必ずしも必要とせずに濾過された処理済み流体をバラン
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スよくすぐに使用でき、かつ、洗浄工程で発生する流体を系外に排出することを必須とし
ない濾過システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明（１）は、濾材を内部に備えるタンクと、当該タンクの外部に備えられ、タンク
に流体を流通させる流体回路とを有する濾過システムであって、前記タンクは、前記濾材
の上方に流体を流通させる上部通路口及び濾材の下方に流体を流通させる下部通路口を備
え、前記流体回路は、被処理流体が濾過システムに入る流入口から前記上部通路口までの
被処理流体をタンク内部に流入させる原液供給ラインと、前記下部通路口から前記濾材で
処理された処理流体を濾過システムの外部に流出させる流出口までの処理液流出ラインと
を有し、前記原料供給ラインには、上流側から順に第１チャッキ弁、ポンプ及び前記タン
クに一定量の流体を供給する定流量弁が直列に備えられ、前記処理液流出ラインは、前記
処理流体をバイパスして流すバイパスラインとバイパスポイントで接続せられ、当該バイ
パスラインは、第２チャッキ弁を介して前記第１チャッキ弁と前記ポンプとの間の前記原
液供給ラインに接続しており、前記バイパスポイントの下流側に遮断弁が備えられている
濾過システムである。
【００１１】
　本発明（１）には、井水等の原液をタンクに導入する原料供給ラインに、上流側から順
に第１チャッキ弁、ポンプ及び前記タンクに一定量の流体を供給する定流量弁が直列に備
えていることを特徴としている。さらに、処理液流出ラインは、前記処理流体をバイパス
して流すバイパスラインとバイパスポイントで接続せられ、当該バイパスラインは、第２
チャッキ弁を介して前記第１チャッキ弁と前記ポンプとの間の前記原液供給ラインに接続
していることを特徴としている。
【００１２】
　このように本発明（１）が、これらの特徴を有することによって、特に、原料供給ライ
ンに定流量弁を備えることによって、タンク内の流体は、常に一定速度で流れることにな
る。濾過工程によって処理された流体の供給量が使用量よりも多い場合、余剰の処理流体
を処理液流出ラインで分岐するバイパスラインから還流させて、原液供給ラインに戻すこ
とができるので、バランスよく処理流体を使用することができ、受水槽等の中間のリザー
バーが必ずしも必要でなくなる。また、処理流体を使用する量が少なくなるか使用しなく
なると、ほとんどの処理された流体はバイパスラインから原液供給ラインに戻されるので
、このループを回し続けることができ、タンク内の溜水等の発生がなく、受水槽等を用い
なくとも清浄な濾過水を必要な時に必要なだけ使用することができる。
【００１３】
　バイパスポイントの下流側に遮断弁が備えられていることによって、濾過時にはこの遮
断弁を開として、そのほかの逆洗時や、洗浄時等にはこの遮断弁を閉とすることによって
、容易に運転を切り替えることができる。遮断弁は、ＯＮ－ＯＦＦ（全開－全閉）制御機
能を有するものであればよく、この遮断弁を電動二方弁とすることによって、制御信号を
送って現場に行かなくとも能率よく運転を切り替えることができる。
【００１４】
　本発明（２）は、前記定流量弁の出口側と前記上部通路口の間の原液供給ラインに五方
弁が備えられ、当該五方弁には、流体が流入する流入ポート、流体が出入りする第１ポー
ト及び第２ポート並びに流体が流出する第３ポート及び第４ポートが備えられ、前記定流
量弁の出口は前記流入ポートに接続せられ、前記第１ポートは前記上部通路口と接続せら
れ、前記第２ポートは前記下部通路口と接続せられ、前記第３ポートは前記遮断弁の入り
口側と接続せられ、前記第４ポートはタンクの洗浄液及び逆洗液を排出する排出口に接続
せられている本発明（１）に記載の濾過システムである。
【００１５】
　本発明（２）の特徴は、五方弁を原液供給ラインの定流量弁の出口側と上部通路口の間
に備えていることである。この五方弁は、５つのポートが備えられ、流体が流入する流入
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ポート、流体が出入りする第１ポート及び第２ポート並びに流体が流出する第３ポート及
び第４ポートが備えられている。このような構成とすることによって、濾過時、逆洗時、
洗浄時等において、この五方弁を切り替えることによって、容易に流体の流れを制御する
ことができる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明の濾過システムによると、タンク内の流体は、常に一定速度で流れることによ
り、受水槽等を必ずしも必要とせずに濾過された処理済み流体をバランスよくすぐに使用
することができ、かつ、洗浄工程で発生する流体を系外に排出することを必須としない濾
過システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明による濾過システム（濾過器）の正面図を示す。
【図２】図１に示される濾過器の右側面図を示す。
【図３】図１のＡ－Ａから見たときの濾過器の側面図を示す。
【図４】この発明による濾過システムの全体及び付属設備を示す。
【図５】この発明による濾過システムの濾過時の流体の流れを示す。
【図６】この発明による濾過システムの逆洗時の流体の流れを示す。
【図７】この発明による濾過システムの洗浄時の流体の流れを示す。
【図８】この発明による濾過システムの洗浄回収時の流体の流れを示す。
【図９】この発明による濾過システムにおける濾過時の五方弁の詳細を示す。
【図１０】この発明による濾過システムにおける逆洗時の五方弁の詳細を示す。
【図１１】この発明による濾過システムにおける洗浄時の五方弁の詳細を示す。
【図１２】この発明による濾過システムにおける洗浄回収時の五方弁の詳細を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。但し、この
実施例に記載されている構成部品の形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限
りは、この発明の範囲をそれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。また、
便宜的に図面上での方向によって部材等の方向を上下左右と指称することがあるが、これ
らは本発明の範囲を限定するものではない。
【００１９】
　図１は、この発明による濾過システム（濾過器）の１実施例の正面図を示す。濾過器１
は、タンク５とタンク５の外部に備えられた流体回路１０とを有している、
【００２０】
　タンク５の内部には、被処理流体である原水を濾過する濾材（図示せず）が備えられて
いる。濾材の上方には、流体を流通させる上部通路口１１及び濾材の下方に流体を流通さ
せる下部通路口１２（図２参照）を備えている。タンク５の頂上部には上部マンホール１
３が、側面部には側面マンホール１４（図２参照）が、タンク５の内部のメンテナンス等
にために備えられている。
【００２１】
　上部マンホール１３には、２つの自動空気抜弁１５，１６が備えられ、タンク５内部で
発生した空気等の気体をタンク５の外部に放出する。以下に、濾過器（濾過システム）１
の各部材と流体の流れを、濾過時を想定して記載する。
【００２２】
　記流体回路１０は、被処理流体が濾過システム１に入る流入口２１から前記上部通路口
１１までの被処理流体をタンク内部に流入させる原液供給ラインＬ１００と、前記下部通
路口１２から前記濾材で処理された処理流体を濾過システムの外部に流出させる流出口３
０までの処理液流出ラインＬ１１０とを有し、処理液流出ラインＬ１１０は、前記処理流
体をバイパスして流すバイパスラインＬ１２０とバイパスポイント４１で接続せられてい
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る。
【００２３】
　加圧された流体（原液）は、流入口２１から入り、手動弁２２を通過し、積算流量計２
３を通り第１チャッキ弁２４を通過して上方に向かって流れていく。この上方に向かって
流れていく原液供給ラインＬ１００は、タンク５の中央を鉛直に流れる処理液流出ライン
Ｌ１１０の裏側を通っているので図１では見えない。
【００２４】
　積算流量計２３と第１チャッキ弁２４の間の原液供給ラインＬ１００には、第１薬品注
入部３７が接続されている。第１チャッキ弁２４を通過した原液は、循環ポンプ２５で加
圧されて上方に流れ、循環ポンプ２５の手前でも第２薬品注入部３８が接続されている。
【００２５】
　循環ポンプ２５の下流側に圧力計付検水コック３５が設けられ、さらにその下流に設け
られた定流量弁２６を介して、原水は電動五方弁２７の流入ポート４３（図９参照）に流
れ込み、その後、電動五方弁２７の第１ポート４４（図９参照）から上部通路口１１を通
ってタンク５内に入る。
【００２６】
　タンク５内に入った原液は、上部から流れ落ちて、濾材を通過して濾過されて下部通路
口１２からタンク５の外に流れ、処理液流出ラインＬ１１０を通り、電動五方弁２７の第
２ポート４５から入り、第３ポート４６を経由し、さらに遮断弁（電動二方弁が好ましい
）２９を経由して流出口３０に向けて流れ出す。下部通路口１２近くの処理液流出ライン
Ｌ１１０には、ドレン弁２８が備えられている。
【００２７】
　電動五方弁２７と電動二方弁２９の間の処理液流出ラインＬ１１０には、バイパスポイ
ント４１が設けられ、このポイントでバイパスラインＬ１２０が分岐している。バイパス
ラインＬ１２０には、圧力計付検水コック３６が備えられ、さらに手動弁３１及び第２チ
ャッキ弁３２を経由して、バイパスラインＬ１２０は、原液供給ラインＬ１００と接続し
ている。
【００２８】
　次に、逆洗時の流体の流れについて説明する。逆洗とは、流体を濾材の下方から上方に
向けて勢いよく流して、濾材の粒子を動かして、濾材粒子に付着している汚れ等を系外に
流しだす洗浄をいう。原液が流入口２１から入り、原液流入ラインＬ１００を通って電動
五方弁２７の流入ポート４３に入るまでは濾過時と同じである。電動五方弁２７に入った
のちに、原液は第２ポート４５から流れ出し、処理液流出ラインＬ１１０を上から下に向
けて流れる。その後、下部通路口１２（図２参照）からタンク５内に流れ込んで、上方に
向けて噴出する。その噴出した流体は、上部通路口１１からタンク５外に流出して、電動
五方弁２７に流れ込み、第４ポート４７から流出し、逆洗排水透視管３３を経由して逆洗
水排水口３４から系外に流出する。この逆洗時には、電動二方弁２９は閉としておくこと
が好ましい。
【００２９】
　次に、洗浄時の流体の流れについて説明する。洗浄とは、逆洗後や濾過停止後に原液を
濾材に対して上から下に向けて流し、排水を系外に流しだすことである。洗浄で排水を系
外に排出する場合の流体の流れは、以下のとおりである。原液が流入口２１から入り、原
液流入ラインＬ１００を通って上部通路口１１に入り、下部通路口１２から出て五方弁２
７の流入ポート４３に流入するまでは濾過時と同じである。電動五方弁２７に入ったのち
に、原液は、第４ポート４７から流出し、逆洗排水透視管３３を通って、逆洗水排水口３
４から系外に排出される。この洗浄時には、電動二方弁２９は閉としておくことが好まし
い。
【００３０】
　次に、洗浄回収時の流体の流れについて説明する。洗浄回収とは、濾材で処理された流
体を、バイパスポイント４１からバイパスラインＬ１２０を通し、原液供給ラインＬ１０
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０を流して電動五方弁２７の流入ポート４３から流入させ、その後、第１ポート４４を通
過して上部通路口１１からタンク５内に流入させる。濾材を通った処理液を下部通路口１
２から処理液流出ラインＬ１１０を通して、再び電動五方弁２７を介して第３ポート４６
から流出させ、バイパスポイント４１で再びバイパスラインＬ１２０を通して、流体を還
流することをいう。この洗浄回収時には、電動二方弁２９は閉としておくことが好ましい
。
【００３１】
　本発明の濾過システム１においては、この洗浄回収時に処理液を系外に流しだすことは
必要ではなく、下水処理費用の大幅な削減を図ることができる。また、濾過時に処理液を
系外に供給後、濾過システム１を一時的に停止させた場合でも、流体は濾過器（濾過シス
テム）の中で還流し続けている（洗浄回収）ので、再度の処理液供給をする場合でも、供
給の最初の捨て水を必要とせず、待ち時間なく処理液を供給することができる。
【００３２】
　図２は、図１に示す濾過システム（濾過器）の右側面図を示す。以下、すでに説明済の
個所については一部説明を省略する。この右側面図においては、下方から上方に向かう原
液供給ラインＬ１００は、バイパスラインＬ１２０に隠れて見えない。
【００３３】
　図３は、図１におけるＡ－Ａラインから見たときの右側面図を示す。原液供給ラインＬ
１００には、第１チャッキ弁２４、循環ポンプ２５及び定流量弁２６が備えられ、電動五
方弁２７と接続されている。
【００３４】
　図４は、この発明による濾過システムの全体及び付属設備を示す。濾過システム１は、
四角の点線で囲まれた内部である。図４においては、井水を本濾過システム１によって処
理して、給水カラン６３や受水槽５８に処理された水を供給する場合を示している。
【００３５】
　井戸５０からポンプ５１を用いて井水をくみ上げ、逆止弁５３を通過して圧力タンク５
５にいったん貯蔵し、加圧された井水は、手動弁５７を介して入口２１から濾過システム
１に導入される。逆止弁５３の上流側に圧力計付検水コック５２が備えられ、圧力タンク
５５にも圧力計付手動弁５６が備えられ、常に圧力を点検できるようになっている。圧力
計付手動弁５６の圧力データは井戸制御盤５４に取り込まれ、ポンプ５１にフィードバッ
クがかけられ、圧力タンク５５の内部圧力が所定の圧力になるように、井戸制御盤５４に
よって制御されている。電気系統の信号線は、点線で示してある。
【００３６】
　濾過システム１には、第１薬注機３９と第２薬注機４０が備えられ、第１薬注機３９か
らの薬剤が第１薬品注入部３７において、第２薬注機４０からの薬剤が第２薬品注入部３
８において、原液供給ラインＬ１００に供給される。それぞれの薬注入機３９、４０は、
制御盤４２で制御されている。薬注機の数と注入場所は、場合に応じて自由に設定できる
。
【００３７】
　濾過システム１の出口３０から出た濾過水（処理水）は、給水カラン６３や受水槽５８
に供給される。受水槽５８の下流の配管には、手動弁５９を介して給水ポンプ６０、チャ
ッキ弁６１、手動弁６２を経て、濾過水を使用する場所で使用される。この受水槽５８は
、本濾過システム１では必ずしも必要とするものではない。一度に大量の濾過水を使用す
る場合、例えば、洗車ステーションなどでは、受水槽５８があると好ましい。
【００３８】
　図５は濾過時、図６は逆洗時、図７は洗浄時、図８は洗浄回収時の流体の流れを示して
いる。流体の流れは、矢印付き太線で示している。
【００３９】
　図５の濾過時において、原水は原水供給ラインＬ１００を通って、上部通路口１１から
タンク５に入る。タンク５内を上から下に流れ、その間に濾材で濾過される。その後、処



(7) JP 6664673 B1 2020.3.13

10

20

30

40

50

理された濾過水は、下部通路口１２から出て、処理液流出ラインＬ１１０を通って、電動
五方弁２７の第２ポート４５に入って、第３ポート４６から流出し、電動二方弁２９を経
て、出口３０から系外に流れ出る。
【００４０】
　図６の逆洗時において、原水は原水供給ラインＬ１００を通って、電動二方弁２９に入
り、第２ポート４５から出て、処理液流出ラインＬ１１０を上から下に流れ、下部通路口
１２からタンク５に入る。その後、タンク５内を下から上へ噴出して、上部通路口１１か
らタンク５の外部に流れ出る。その後、第１ポート４４から電動五方弁２７に入り、第４
ポート４７から流出して、逆洗排水透視管３３を通り、逆洗水排出口３４から系外に排出
される。
【００４１】
　図７の洗浄時において、原水は原水供給ラインＬ１００を通って、電動五方弁２７に入
り、第１ポート４４から出て、上部通路口１１からタンク５に入に入る。タンク５内を上
から下に流れ、その間に濾材で濾過される。その後、処理された濾過水は、下部通路口１
２から出て、処理液流出ラインＬ１１０を通って、電動五方弁２７の第２ポート４５に入
って、第４ポート４７から流出して、逆洗排水透視管３３を通り、逆洗水排出口３４から
系外に排出される。
【００４２】
　図８の洗浄回収時において、原水は濾過時と同じ流れでタンク５内に入り、濾過された
処理液は、濾過時と同じく電動五方弁２７を介して処理液流出ラインＬ１１０を流れるが
、バイパスポイント４１からバイパスラインＬ１２０を通じて再び原液供給ラインＬ１０
０を経由して電動五方弁２７の流入ポート４３から流入する。その後、第１ポート４４を
通って上部通路口１１からタンク５内に流入する。濾材で濾過された処理液を下部通路口
１２から処理液流出ラインＬ１１０を通じて、再び電動五方弁２７を介して第３ポート４
６から流出させ、バイパスポイント４１で再びバイパスラインＬ１２０を通して、流体は
還流する。この洗浄回収時には、電動二方弁２９は閉としておくことが好ましい。
【００４３】
　このように、洗浄回収時においては、濾過された処理水がバイパスラインＬ１２０、原
液供給ラインＬ１００及びタンク５内部を還流し続けているので、タンク５内に溜水が発
生しない。溜水が発生しないので、濾過処理された水を清浄な状態でいつでも系外に取り
出すことができ、濾過運転開始直後の無駄時間を発生せず、洗浄後の系外への排水を必要
とせず、受水槽５８を必ずしも必要としないので、設備投資やランニングコストの大幅な
削減を図ることができる。
【００４４】
　図９～図１２は、電動五方弁２７の内部構造の概略図及び運転モード時の流体の流れを
矢印付き太線で示している。
【００４５】
　図９は、濾過時の流体の流れを示している。処理液流出ラインＬ１１０から一部はバイ
パスラインＬ１２０を通って還流して、一部は系外に流出して濾過水として使用される。
図１０は、逆洗時の流体の流れを示し、図１１は洗浄時の流体の流れを示している。逆洗
時と洗浄時は、最終的に流体は系外に排出され、下水として処理される。図１２は、洗浄
回収時の流体の流れを示している。電動五方弁２７は同じ状態であるが、洗浄回収時は、
電動二方弁２９が閉となって処理された流体は、系外に排出されず、ループして還流する
。このような流れとなるのも、第１チャッキ弁２４、第２チャッキ弁２５、循環ポンプ２
５、定流量弁２６及びバイパスラインＬ１２０の構成による。
【符号の説明】
【００４６】
１　；濾過システム（濾過器）
５　；タンク
１０；流体回路
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１１；上部通路口
１２；下部通路口
１３；上部マンホール
１４；側面マンホール
１５；自動空気抜弁
１６；自動空気抜弁
２１；流入口
２２；手動弁
２３；積算流量計
２４；第１チャッキ弁
２５；循環ポンプ
２６；定流量弁
２７；電動五方弁
２８；ドレン弁
２９；遮断弁（電動二方弁）
３０；流出口
３１；手動弁
３２；第２チャッキ弁
３３；逆洗排水透視管
３４；逆洗水排水口
３５；圧力計付検水コック
３６；圧力計付検水コック
３７；第１薬品注入部
３８；第２薬品注入部
３９；第１薬注入機
４０；第２薬注入機
４１；バイパスポイント
４２；制御盤
５０；井戸
５１；ポンプ
５２；圧力計付検水コック
５３；逆止弁
５４；井戸制御盤
５５；圧力タンク
５６；圧力計付検水コック
５７；手動弁
５８；受水槽
５９；手動弁
６０；給水ポンプ
６１；チャッキ弁
６２；手動弁
６３；給水カラン
Ｌ１００；原液供給ライン
Ｌ１１０；処理液流出ライン
Ｌ１２０；バイパスライン
 
【要約】
【課題】濾過水等をすぐに使用でき、かつ、下水量を削減できる濾過システムを提供する
。
【解決手段】タンク5と、流体回路10とを有する濾過システム1であって、タンク5は、上
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部通路口11及び下部通路口12を備え、流体回路10は、流入口21から上部通路口11までの原
液供給ラインL100と、下部通路口12から外部に流出させる処理液流出ラインL110とを有し
ている。原料供給ラインL100には、上流側から順に第１チャッキ弁24、ポンプ25、定流量
弁26が直列に備えられ、処理液流出ラインL110は、処理流体をバイパスして流すバイパス
ラインL120とバイパスポイント41で接続され、、第２チャッキ弁32を介して前記第１チャ
ッキ弁24とポンプ25との間の原液供給ラインL100に接続されている。バイパスポイント41
の下流側に遮断弁29が備えられている。
【選択図】　図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(12) JP 6664673 B1 2020.3.13

10

フロントページの続き

    審査官  青木　太一

(56)参考文献  特開２００９－１０６９１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１９６１２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－２２７０６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－２０４３０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５５－４９１２３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｄ　　２４／００－３５／０５
              Ｂ０１Ｄ　　３５／１０－３７／０４
              Ｂ０１Ｄ　　５３／２２
              Ｂ０１Ｄ　　６１／００－７１／８２
              Ｃ０２Ｆ　　　１／４４
              Ａ４７Ｋ　　　３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

